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健康行政、社会福祉行政につきましては、日頃より多大なる御協力を賜り心から御礼

申し上げます。

東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについては既に御連絡し

たところでありますが、今般、医療費の請求等の事務について、別添のとおり各都道府

県民生・衛生主管部(局)あて通知いたしましたので御連絡いたします。

貴職におかれましでも会員への周知を図っていただきますよう、よろしくお願い申し

上げます。

用件のみにて失礼し、たしますが、緊急事態であることを御理解の上、御協力賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。
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東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療

の請求等の取扱いについて(その 2)

標記公費負担医療の医療費の請求等の事務取扱いについては、「東北地方太平

洋沖地震による被災者の公費負担医療の請求等の取扱いについてJ(平成23年 3

月 31日付け厚生労働省健康局総務課、疾病対策課、結核感染症課、雇用均等・

児童家庭局母子保健課、社会・援護局保護課、援護企画課及び障害保健福祉部精

神・障害保健課連名事務連絡)において既に連絡したところでありますが、今般、

これを下記の通り改正しますので、貴管下関係機関への周知方をよろしくお願い

します。(改正箇所は下線を引いた部分)
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「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等

の取扱いについてJ(平成23年 3月 15日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)

により一部負担金等の支払いを猶予された者(以下「一部負担金猶予者Jという。)

に係る請求の取扱いについては、公費負担医療を受診した者を含め、「東北地方太平



洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いにつvてJ(平成

2 3年 3月29日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「平成 23年 3月2

9日付け事務連絡」としづ。) 3 (3)②によることとしているが、一部負担金猶予

者以外の者であって、手帳等を指定医療機関等に提示せず公費負担医療を受診した

者に係る請求についての各公費負担医療毎の具体的な取扱いは、別紙の方法によら

れたいこと。



<別紙>

(1)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

① 医療機関等は、原爆医療の対象の申し出があった場合は、可能な限り「認

定疾病医療J(法第 10条関係)若しくは「一般疾病医療J(法第 18条関

係)であったかを特定すること。

② ①により特定ができた場合は、診療報酬明細書(以下「明細書Jという。)

の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号(原子爆弾

被爆者に対する援護に関する法律による認定疾病医療 r1 8 J、一般疾病医療

費 r1 9 J) を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、審査支

払機関に請求すること。なお、同ーの者について r18 Jと r1 9 Jを請求

する場合には、それぞれ別々の明細書で請求すること。

なお、公費負担者番号 (8桁)、受給者番号 (7桁)が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号 (8桁)を記載した場

合は住所を記載する必要はないこと n

③ どうしても特定できない場合は、当該患者の明細書については、上部左上

空欄に赤色で医亙と表示するとともに、摘要欄の余白に住所を記載し、審

査支払機関に請求することとする。

(2 )毒ガス障害者救済対策事業

医療機関等は、毒ガス障害者救済対策事業で受診した者の請求については、

広島県健康福祉局総務管理部被爆者対策課(電話番号082-513-311

5 )に必ず照会した上で、毒ガス障害者医療費請求書を用いて広島県健康福祉

局総務管理部被爆者対策課に請求すること。

(3 )感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

医療機関等は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第

37条の 2の結核患者に対する医療の対象の申し出があった場合、明細書の記

入に当たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号(感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律による結核患者の適正医療 r1 0 J) 

を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、可能な範囲内で本事

業の対象疾患名を記載の上、審査支払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号 (8桁)、受給者番号 (7桁)が確認できた場合にはそ

れぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号 (8桁)を記載した場合は

住所を記載する必要はないこと。

(4)特定疾患治療研究事業等

医療機関等は、特定疾患の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっ

ては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号(特定疾患治療費及び先天性血

液凝固因子障害等治療費 r5 1 J) を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住

所を記載し、可能な範囲内で本事業の対象疾患名を記載の上、審査支払機関に



請求すること。

なお、公費負担者番号 (8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそ

れぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号 (8桁)を記載した場合は住

所を記載する必要はないこと。

(5 )肝炎治療特別促進事業

医療機関等は、肝炎治療特別促進事業に係る医療の対象の申し出があった場合、

明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号(肝炎治

療特別促進事業に係る医療の給付 r3 8 J) を付すとともに、摘要欄の余白に被

災前の住所を記載し、審査支払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号 (8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそ

れぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号 (8桁)を記載した場合は住

所を記載する必要はないこと。

(6 )児童福祉法

① 医療機関等は、児童福祉法第 20条の児童に対する医療の対象の申し出

があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号ζ主主主主2
桁の法別番号(児童福祉法による療育の給付 r1 7 J) を付すとともに、摘

要欄の余白に被災前の住所を記載し、審査支払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号 (8桁)、受給者番号 (7桁)が確認できた場合に

はそれぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号 (8桁)を記載し

た場合は住所を記載する必要はないこと n

② 医療機関等は、児童福祉法第 21条の 5の小児慢性特定疾患治療研究事

業に係る医療の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、

公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号(児童福祉法による小児慢性特

定疾患治療研究事業に係る医療の給付 r5 2 J) を付すとともに、摘要欄の

余白に被災前の住所を記載し、可能な範囲内で本事業の対象疾患名を記載

の上、審査支払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号 (8桁)、受給者番号 (7桁)が確認できた場合に

はそれぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号 (8桁)を記載し

た場合は住所を記載する必要はないこと。

(7)母子保健法

医療機関等は、母子保健法第 20条の未熟児に対する医療の対象の申し出が

あった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法

担重量(母子保健法による養育医療 r2 3 J) を付すとともに、摘要欄の余白に

被災前の住所を記載し、審査支払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号 (8桁)、受給者番号 (7桁)が確認できた場合にはそ

れぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号 (8桁)を記載した場合は

住所を記載する必要はないこと。



(8 )生活保護法

医療機関等は、生活保護法による医療扶助で受診した者の請求については、

原則として、福祉事務所に必要な事項を確認することとし、明細書の記入に当

たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号(生活保護法による医療

扶助 r1 2 J) を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、審査支

払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号 (8桁)、受給者番号 (7桁)が確認できた場合にはそ

れぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号 (8桁)を記載した場合は

住所を記載する必要はないこと。

(9 )戦傷病者特別援護法

医療機関等は、戦傷病者特別援護法第4条第 1項第 2号の認定を受けた戦傷

病者の当該認定に係る公務上の傷病に対する医療を取り扱った場合、明細書の

記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号(戦傷病者特別

援護法による療養の給付 r1 3 J) を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住

所を記載し、審査支払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号 (8桁)、受給者番号 (7桁)が確認できた場合にはそ

れぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号 (8桁)を記載した場合は

住所を記載する必要はないこと。

(10) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律

医療機関等は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律による医療支援給付で受診した者の請求については、原則と

して、支援給付の実施機関に必要な事項を確認することとし、明細書の記入に

当たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号(中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第 14条第4項に規

定する医療支援給付 r2 5 J) を付すとともに、摘要禰の余白に被災前の住所

を記載し、審査支払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号 (8桁)、受給者番号 (7桁)が確認できた場合にはそ

れぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号 (8桁)を記載した場合は

住所を記載する必要はないこと。

(11) 障害者自立支援法

医療機関等は、障害者自立支援法第5条第 18項に規定する自立支援医療(更

生医療、育成医療及び精神通院医療)の対象の申し出があった場合、明細書の

記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号(障害者自立支

援法による更生医療 r1 5 J、育成医療 r1 6 J及び精神通院医療 r2 1 J) を

付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、審査支払機関に請求す

ること。

なお、公費負担者番号 (8桁)、受給者番号 (7桁)が確認できた場合には



それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号 (8桁)を記載した場合

は住所を記載する必要はないこと。

※ 1なお、明細書については電子レセプトによる請求でなく紙レセプトにより請求

すること。ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトにより請求

することも差し支えない。

※2電子レセプトにより請求する場合においては、以下の点を参考にすること。

①公費負担者番号が確認できない場合には、「法別 2桁+888888 (6桁)J 

を記録し、併せて摘要欄の先頭に「住所」を記録すること。

また、受給者番号が確認できない場合においては、 19999999 (7桁)J 

を記録すること。

②公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、 199 

99999(7桁)Jを記録し、摘要欄の先頭に「不詳」を記録すること。

※3一部負担金猶予者については、平成 23年 3月 29日付け事務連絡のとおり、

患者負担分がゼロであるため、保険優先の公費負担医療(特定疾患治療研究事業

【法別番号 51]などの「公費併用レセプト」となるもの。)の対象にならない。

このため、一部負担金等の支払を猶予した場合には、従来、公費併用レセプトと

して請求する方のものであっても、明細書は医保単独として取り扱い、公費負担

者番号及び公費受給者番号は記載を要しない。

ただし、平成 23年 3月 29日付け事務連絡において「赤色で災2と記載するJ

とされているものについては、公費負担者番号及び公費受給者番号を記載し、レ

セプト共通レコードの「レセプト特記事項Jに 197 J、摘要欄の先頭に「災 2J

を記録すること。


